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申
告
を
お
願
い
し
ま
す

固
定
資
産
税
は
、毎
年
一
月
一

日
時
点
で
、課
税
の
対
象
に
な
る

固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資

産
）の
所
有
者（
不
動
産
登
記
者
）

が
納
税
義
務
者
に
な
り
ま
す
が
、

所
有
者
が
死
亡
さ
れ
て
い
る
場

合
、正
式
な
相
続
な
ど
に
よ
る
所

有
権
移
転
登
記
が
済
む
ま
で
は
、

そ
の
固
定
資
産
を「
現
実
に
所
有

し
て
い
る
人
」が
納
税
義
務
者
に

な
り
ま
す
。

「
現
実
に
所
有
し
て
い
る
人
」と

は
、死
亡
さ
れ
た
人
の
相
続
人
の

こ
と
で
あ
り
、各
相
続
人
は
連
帯

し
て
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。こ
の
場

合
、納
税
通
知
書（
納
付
書
）な
ど

を
受
領
す
る
代
表
者
を
一
人
定

め
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、十
二
月
末
ま
で
に
相
続

登
記
を
さ
れ
な
い
人
は
、平
成
二

十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に

「
納
税
義
務
者
及
び
相
続
人
代
表

者
届
出
書
」を
市
税
務
課
資
産
税

係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

「
固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
」の
申
告
に
つ
い
て

皆さんは「申告」といえば何を思い浮かべますか？
所得税や消費税などの「確定申告」を思い浮かべる
人が多いのではないでしょうか。
もちろん、これらの税についても申告は必要です

が、このほかにも申告しなければならないものがあ
ります。それは「固定資産税の償却資産」です。
固定資産税とは、毎年１月１日時点で、課税の対象に

なる土地、家屋、償却資産を所有している人が、その
固定資産の所在する市町村などに納める税金です。

償
却
資
産
と
は
、土
地
・
家
屋
以

外
の
事
業
用
の
資
産（
た
だ
し
、電

話
加
入
権
・
漁
業
権
・
特
許
権
そ
の

他
の
無
形
減
価
償
却
資
産
は
除
く
）

で
、減
価
償
却
費
が
法
人
税
法
ま
た

は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得

の
計
算
上
、「
損
金
」ま
た
は「
必
要

な
経
費
」に
算
入
さ
れ
る
も
の
を
い

い
ま
す
。

償
却
資
産
の
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
人
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
事

業
を
行
っ
て
い
る
個
人
事
業
主
お
よ

び
法
人
で
す
。
農
業
・
漁
業
な
ど
の

第
一
次
産
業
、製
造
業
・
建
設
業
な

ど
の
第
二
次
産
業
、
卸
業
・
小
売

業
・
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
の
第
三
次
産

業
の
業
種
を
問
わ
ず
、す
べ
て
に
申

告
義
務
が
あ
り
ま
す
。

償
却
資
産
っ
て
何

償
却
資
産
の
申
告
方
法
は

償
却
資
産
を
申
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
は

毎
年
一
月
一
日
現
在
で
、事
業
に

利
用
し
て
い
る
償
却
資
産
が
申
告
の

対
象
で
す
。
申
告
書
は
平
成
二
十
三

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
提
出（
郵

送
可
能
）し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
様
式
は
、原
則
と
し
て

市
か
ら
郵
送（
十
二
月
上
旬
ご
ろ
）

し
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、パ
ソ
コ
ン
処
理
な
ど
に

よ
る
独
自
様
式
を
使
用
し
て
い
る
場

合
は
、そ
れ
で
申
告
し
て
も
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、初
め
て
申
告
す
る
人
は
、

市
税
務
課
資
産
税
係
に
申
告
書
の

様
式
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

税
制
改
正
に
よ
り
次
の
住
宅
の

改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
固
定

資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

○
住
宅
耐
震
改
修
工
事

○
省
エ
ネ
（
熱
損
失
防
止
工
事
）

改
修
工
事
（
た
だ
し
、
平
成
二
十

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
工
事

を
行
っ
た
も
の
に
限
る
）

○
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
（
た

だ
し
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
工
事
を
行
っ
た
も
の

に
限
る
）

固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
改
修
工
事
に
は
家
屋
要

件
、
工
事
要
件
、
工
事
費
用
要

件
、
減
額
の
範
囲
な
ど
、
要
件
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
市
税
務
課
資
産
税
係
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

相
続
登
記
を
ま
だ
さ
れ
て

い
な
い
人
へ

固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
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償却資産の例（種類別・業種別）

◆ 種類別の償却資産の例

◆ 業種別の償却資産の例

種　類 主　な　償　却　資　産

業　種 主　な　償　却　資　産

ネオンサイン、看板、門、塀、外灯、舗装工事、庭園工事、受変電設備、厨房設備、煙突、車止め、フェンス、
駐輪場、立体駐車場、白線工事、農業用ビニールハウス、プレハブ簡易倉庫、カーポート、駐車場整備、
建物から独立した諸設備　など

照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、食品製造加工設備、各種製造機械設備、土木建設機械、旋盤、
プレス機、溶接機、クレーン、コンベヤー、駐車場設備　など

駐車場設備、受変電設備、照明設備、ネオンサイン、看板、外灯、机、イス、パソコン、コピー・ファクス機、
金庫、キャビネット、ロッカー、エアコン　など

各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、ＣＴスキャンなど）、各種
キャビネット　など

工具（ドリル、万力など）、机、イス、パソコン、コピー・ファクス機、理・美容器具、医療機器、金庫、キャビネット、
ロッカー、応接セット、陳列ケース、自動販売機、エアコン、冷凍・冷蔵庫、レジスター、カラオケ機器、魚群
探知機、船外機　など

大型特殊自動車（ブルドーザー、パワーショベルなど：分類番号「９」または「０」の車両）、台車、構内用
フォークリフト、田植機、脱穀機、コンバイン　など　※軽自動車税、自動車税の対象は除きます。

モーターボート、客船、漁船、貨物船　など
飛行機、ヘリコプター、グライダー　など

陳列ケース、自動販売機、冷凍・冷蔵庫、レジスター　など
厨房設備、自動販売機、レジスター、カラオケ機器　など
理・美容器具、レジスター、サインポール　など

ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、ポータブル発電機、ポンプ　など
プレス、スチームクリーナー、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機　など
工場敷地内の舗装工事、外構工事、フェンス、製造用設備・機械　など
舗装工事、フェンス、駐輪場設備、立体駐車場、車止め、白線工事　など
田植機、脱穀機、バインダー、コンバイン、乾燥機、 すり機　など
漁船、網、船外機、魚群探知機　など

構 築 物

機 械 、 装 置

船 舶
航 空 機

車 両 、運 搬 具

工具、器具、備品

各業種共通のもの

小 売 業
飲 食 業
理 ・ 美 容 業

医院・歯科医院

建 設 業
自 動 車 整 備 業
製 造 業
不動産（賃貸）業
農 業
漁 業

▲償却資産申告書
（償却資産課税台帳）

?


